
様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

但し年ぢ月（0日
金沢市長 殿

届出者

住所石[1{埠笠沖噌野阿10=W-"
氏名〔鰔鋤教:餌中綿イ擁耳鰔掩脚鰯

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号0帖一Zら5＝も砂引
(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条k

の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

株式会社田中商事

金沢市宮野町10-77-7
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②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフエニル廃棄物
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③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）
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2~ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地
○ +

|電話番号’電話番号
’

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄の見込み 量製品の型式等
濃度
区分

参考事項総重量
（1台当たり
砺殴×台数）

番号 製品の種類 廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

定格
容量

製造者名 型式 製造年月表示記号
等

，

’’
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③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品
、
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所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地｜製遣隼周壼奮。鑿製造者名 型式

番号 製品の種類 総重量
（1台当たり
耐Itt×台数）

参考事項台数又は
容器の数

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ｉ
Ｐ
Ｉ
仏
０
Ⅱ
Ⅱ
？
’

■
Ⅱ
Ｉ
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
■
１
１
Ⅱ
０
Ⅱ

1~ この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4~ 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお､． 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度jとは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12. 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考

~
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16． 「処分業者との調整状況」の柵|には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ⅲg/kg」 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のボリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23． 「高濃度ボリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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備考・通信欄

.□水銀使用製品産業廃棄物

口水銀含有ぱいじん等
口石綿含有産業廃棄物

-口特定産業廃棄物

備考・通信欄

.□水銀使用製品産業廃棄物

口水銀含有ぱいじん等
口石綿含有産業廃棄物
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国委託契綺書記載の峰とおり
口当欄記載のとおり

氏名又は名称環填繍発株式会社 ~
住所〒921－鋤46 電話番号076-2“･3↑32

石鯛嬢金沢術大桑町上猫下4醤地7

住所〒921－鋤46 電話番号076-2“･3132

石鯛嬢金沢市大桑町上猫下4醤地7
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事

業

場

蔀

~

一

詫

~

~
（
処
分
事
業
場
）

運
搬
先
の
事
業
場

蹴湧開

在地

発株式会社新保処理工蛎

T〒~9”三両稲 電話番号0/6-Z"-5TW

覆川県金沢市新爆町ラ11
Ｄ

ｒ

－

Ｆ

■氏名又は名称聡境繍発株式会社 －ヂーーーーマダ1－戸一一公一錘
名称

~
又
は
保
管

積

替

え

ー可

､一一一・一●争二●甲騨や＝

住所〒921-80輪 ~ 電話番号鰊6-2“-輔鯉

割I紬沢耐大桑町上猫下幡伽 … え管一一_錨一号r一一----電話番喜~｜替藻所在地〒~ ~~

{受託者の氏名又は名称｝ 蝋境謝発株式会社 ~ （受領欄） 運搬
健搬担当着の氏割 初|康拷二 ~ 一＃撫自--週:鞠月,日‘

~ ． ‘ （受領欄） ….い“ I …〆(受託者の氏名又は名称） 簿壌開錨樵式会社 処~ ･分

拠分担当者の氏割 ： 泌執･ 』鬼」 ~～ ~ 1緬年卵"w年3月/白’

名称薇在地/電請雷ゞ 』 '甕誤約書調の場所にぁ?噸繍潔琵割||鬮一

運搬
､ ､ P

終汀年月日
有

冥一鱈迦鞠月1日
銀､輿零睡 ’ －．〆

~ﾀﾊﾉ部年3月／

(受領欄）
処 ・分
終了年月日

簸

尚

熊》
ｌ

数量(及び単位）
価物拾集量

封
一一匹

終処分

・終了年月日

~

複
製
を
禁
じ
ま
す

類
似
品
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

2“4年累月/3日

合

亨

Ｌ

１

０~ ~ ~~~~~ ~ ~繊縦鯛鯉鋤場
~ ~ ．／ ~ @17“244>黒袴→‐ ･~

公益社団法人全国産業資源循環連合会

緬葱麓斑
確

(直行用） ~ 発行元 甑

年 月 日

年 月 日

年 月 日



産業廃棄物管理票_(マニコェスト)_E票 ’
一■ 廿十ケ 一一 缶一参● 毎申■q■｡ L ○ーー

…蕗応云~~=了一
少 【？

壁
q693881473 6 理議号灘鞭騨亀郵燭

･へ

面 6

1氏名又は名称’露.製一､》
詔哩

氏名又は名称株ｼ…へ,字画''剣､株
（誹 ． ． ．／・・・

糠式会戦鐘中商塞窒野支店式裳社鬮中商事石jII支店~ ~

住所〒920-舵的 電話番号(I76-255-6086

石川県金淡市莱蚊爪間･ムec－1 ~

式会

住所〒920-02鋤

石川県金淡市

住所〒920-02鯛 電話番号(I76-255-6086

石川県金淡市蕊蚊爪町･ム30－1 ~

照
者
一

壱

業

者

照
者
一

業

者

ノ

所在地〒蝿顎職電話番号0沁舎2錨矧醗1
と ．

：≦ 、

： ~ ； 石州鍵金溌揃宮野町1Cの77鐙地訊》 ~ ~
， ・孫． ’ ．、

口種類(普通の産業廃棄物） ~日種類(喉
□0100燃えがら □1200金属くず □7000引火性廃油

□0200汚泥 □'300掘棚磯くず□70I0引雌廃油侑言
□0300廃油 □1400鉱さい □7'00強酸

□0400廃酸 □'500がれき類 □71 10強酸(有害）

□0500廃アルカリ ロ1600家畜のふん尿口7200強アルカリ

ロ0600廃ﾌﾗｽﾁｯｸ類□'700家畜の死体□7210強ｱﾙｶﾘ侑昏

□0700紙くず □l800ぱいじん ~ □7300感染性廃棄物
□0800木くず □|900 13号廃棄物回7410PCB等~

□0900繊維くず □4000動物系固形不要物□7421廃石綿等

□I000動植物性残さ口漉畜麗蕊禰 □7422指定下水汚泥
□1I00ゴム〈ず □ □7423鉱さい(有害

グ

寺

□70IO引火性廃油侑胄
□7'00強酸

００００

｜肌伽００
２３

００

□□

0200汚泥

0300廃油

0400廃酸

0500廃アルカリ

類
カノ

ツ

ずず野

ｔ〃、ノフ一

騨紙木

０００
０００

６７８
０００

□□□

乱

□4000動物系固形不要物

百~漉雷龍蕊溺－－－

別管理罵蒙廃棄物) ~

屑T画勅謝臓がら(有害）
副｜口7425廃油(有害））

数量(及び単位） 荷姿

釦誹
~

卜刀臓，
7426汚泥(有害)シ
7427僥酸{有害） ~：
7428廃ｱﾙｶ~ﾘ侑害) ~

7429ばいじん．(有害）

溺雨號菊I雷「
7440廃水銀等

産業廃棄物の名称

低謹厳pC鳳騨液
有害物質等 処分方法

焼却
÷一‐
備考・通信欄

口水銀使用製品産業廃棄物

口水銀含有ぱいじん等
口石綿含有産業廃棄物
口特定産業廃棄物

有害物質等

□7427僥酸{有害）

国7428廃ｱﾙｶﾘ侑冒1 鯛
蛎
燃
泌
隠
謝
者
鼠
緒
鯉
蕨
鑿
者
１
↓
排
出
事
業
者
夛
中
間
処
駕
業
者

１

１

１

Ｊ
~~ 癌

‐
鑿
~
職
． 雛｜

口

・
ロ
ー
乍
竺
Ｆ
Ｏ
Ｃ
一

）
『

１
１ 鼻けりkフ

名称／所在地／電話番号
戸 ■ 一 壱 ｡ ﾛゴ ●● ひ一一今 ■ ■

団委託契約書記載のとおり

口当欄記載のとおり

氏名又は名称~
~ 蕊境開発株式会社

住所〒921-8046 電話番号076"･2“-3132

石川県金沢市大桑町上猫祇4雀地7

住所

燈
~

一

~陣錘一

詩宗で‘丙~で ． ←毒

へ

名称蕊溌舗発妹式会社箭保処理工瑠
所在地〒鍵0も13鵯 電話番号076-244-3115

ajji桑金沢市新保町ラ1 1

（
処
分
事
業
場
）

~

運
搬
先
の
事
業
場

運
搬
臺
譲
者 ~

-.一一一一一ｺ･･･一画一ローゥーーーザーーー一一.＝一‐１
日
■
ｑ
ｑ
ｊ
ｄ
■
１
１
１

処
識
受
託
者

〒

一

~

地

《

一

称

~

在

名

所

言
~

又

は

保

管

積

~

替

・

え

氏名又は名称環境瀦発株式会社Ｏ

Ｂ

‐

●

’

・

砂

０

・

■

■

呵

り

ＬＦ
Ｐ

. . 一一=一・-←皇勇話番喜一所在地〒~ ・ ・

壷一一与鼻一言弓で~~ ~

住所〒921-80雑 電話番号岬6-2“-3132

石州県金沢市大桑町.上猫下4種地7

{受託者の氏名又は名称） 磯境開発様式会社

伽1最(運搬担当者の氏名）

数量(及び単位）数量(及び単位）
－－1 (受領欄） 運 ＝搬

終了年月日澆
有価物拾集量凛伽職

一

■■ 凸

一一一 点j聴蝉.零月)日

(受託者の氏名”名称}珊境鮒尭株式会社 （受領’） ~ ｜処"蕗
(処分担当者の氏名） ~ “ ~強-鉱§二 一 ’終群調
名称／所在地／電話番号 （委託契約書記載の場所にあっては委託契剰響誰鋤jミ

~ 、 ~金沢市新保町ツ13‐

~ 繊継総謹拠~、～

'委託契約書記載の場所にあっ可ま讓無譲擁兼名称／所在地／電話番号

、､～、

~
1

，鰯鵬罷~
最終処分

終了年月日

~

複
製
を
禁
じ
ま
す

類
似
品
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

”ﾀ宅ﾉｳも 焼2”4年3月

）
~ 繊雛総鍛燭場

照

合

確

認Ｉ 確認
醗蕊鱗I
鞭轤所‘

~ 1 076(244)5115076(244)5115
恥

」(直行用） 発行元：公補社団法人全国産業資源循環連合会

年 月 日

年 月 日

年 月 日



産業廃棄物管理票（マニフェスト)E票
心■ 』 qa ●■ タ ● ゎ■や■ ■ 『 ■■‐■｡ ＝ー■口 － 1 今 －c 寸一｡ 士 ら 十■■●由 い ← ■+→ ＝ ■ ■

が

■ ー

可弓一一毎画

||灘鶴窯&旙撮
~
~2帥”8““'ず 氏名メタだ蕊灘~ 一/年;月何白

熱|氏名又は名称鰄鈍

菫薑|仁"〒鍵"“Sjll磯金沢市：

喜一

業篭
毒蓋

喜一

業篭
毒蓋

謡|氏名又は名称鰄鍬ｊ’’

■

■

~

）

蓋

、
９
０

今

篭駕蚕曼 #II
I

I

1

’

1

ト
・
~
（
排
出
事
業
場
）

~
事
、
~
〆
業
‐
場

鬮幡議覆順麿
筆蕃,住所〒92‘-0,‘， 電話番号0柵-2露”‘
構壼， 石jll雛金沢市東蚊爪町ムSO-1

~一-一一一一別
口種類(普通の産業廃棄物） 佃種類(紫sf .r" ! !

鐵梠M::蕊が5 DI200謹属〈γ □7000引火健震”□'300乳調・鰄器くず□7010引火性廃油{龍

~~ ‘蕊'WB::::駕 呂|:::"" B;W::::(育書）
"綴梠::::蔑鯏、目|：::翼灘目冨:馴脚籠

,鷆 葺駕
~ 』 . ._R ' 1D1 100ゴム〈ず □ □7423鉱･さい(有害｝

七１’

特

ら
が

泥え
燃汚

００
２１

００
００

□□

□7010引火性廃油侑割
□7100強酸

００

｜帥一伽一脚

□
０
５
０

0500廃アルカリ

0600廃プラスチック類

0700紙くず

0800木くず

□ ）

名称株式衾社霞中商事宮野支店
所在地〒蕊患劉闘 電話番号076-255-3831

罰li擬金沢市宮野町1Cの77鋤地7
ぷ

げ

月 数量(及び単位）ﾘ管理産業廃棄物） ~

口74鋤燃えがら(有害）

□”5廃油(有害）
~□7幟~汚泥(有害) ~

□7427廃酸(有害）

□7428廃ｱﾙｶﾘ侑害）
□7429ばいじん侑害I

劃、調詔訂郡舛詣．

一剛一帥一ｍ一ｍｍ
４‐

７

口

荷姿

諄■ヘ

うゾ…，
I

．‘. ｛“ ′鼠.…

産業廃棄物の名称

低溌溌P･巴汚染物
有害物質等 処分方法

焼却

備考・通信澗

口水銀使用製品産業廃棄物

口水銀含有ぱいじん等

口石綿含有産業廃棄物

口特定産業廃棄物

有害物質等

ｌ

‘

Ｉ

０

日

Ｊ
~

１

１

－

潔
剛
偲
鴨
鯛
舗
清
鴬
溌
聯
勝
鰄
儀
閏
噸
川
棚
鰯
剛
事
業
章
中
間
処
漉
臘
瀞
一

~~~~~~~
~~

ｌ宝ロ

□7430 13号廃棄物(有害）

□7440廃水銀等

識
□
｜
口
一
□

′

－ ，t1

1

名称〆所在地／電話番号

回委託契約書記載のとおり
口当欄記載のとおり

f
P

妙 少

、
P

_ 』

氏名又は名称環塊開発株式会社
、

住所〒921-8“6 電話番号076－鋤4苧3132

石川県金沢市大桑町上猫下4篭地7

名称
~． ：潔溌鯛発株式会社新保処理工増（

処
分
事
拳
場
）

運
搬
先
の
事
業
場

■■

所在地〒92@言宇1345 電話番号076-244-5115
､ ~ ．：

~ ~~ ~石鯛嬢金沢市新保町ラ11
詮釧 弱

露有~
『

1

1

｝
“
画
、
率
〃
』

ｑ

ｊ

異

〃

評

、

一

・

鐸

》

一

？

０

．

一

処

分

受

託

者

一

一

虹

●

《

．

、

一

も

守

羊

一一一
~ 名称

積又 ~
替は？所在地 〒
~保： ~、

童鍔皇4－号令三宝雪一
所在地 〒

一奇で苧デー

､圭.篝一宇も‐ず字で

■a今一

一一一一一一一
１

１

１

１
~

一

－一安一訂一
一一一

＝

一重話番号ﾃー一重話番号ﾃー

卜

~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~蕊乳拝柳|篇"請錘|……｝
主● ﾛ｡ マヅザ ー ママ

0. 会 ･
訂 ｡

. 令

熱鍵
砕缶

(受領欄）

0

(受領欄）
4 1

1

(受託者の氏名又は名称） 琿境開発株式会社
(処分担当者の氏名）

最終処分
,終了年月日

廼話､､分
終了鞠日
‘ エン

蟻鰕罷
会

~

複
製
を
禁
じ
ま
す

類
似
品
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

、蝿

P響、

‐

>〃叩年ら月(胸ルゲご月／”
費亨‘

一
・

~
~ １

二黒
』可

▲

、
凸ＥＥ

~~

｜鶚）認騨劃~雪
名称／所在地／電話番号 ~ ~ ~ （委託契約書記載の場所にあっ､て

~ ： ~ ~ ~~ ，

~ ~:､"j~ ~； ~v
： . ． ．： ．

発行元：公益社団法人全国産業資源循環連合会

〆
一

師

年 月 日

年 月 日

年 月 日



I

’産業廃棄物管理票（更ニフェスい_E票
｜

Ｉ

ｑ

０

４

印

●

二

Ｆ

垂

■■一

君

Ｉ￥
包
り

副
~
室

Ｉ
１
－
‐
』

、
《二03890MM26 塁蕊謹晨壷燐鳳 目

一
面
画 ~

』

年 月'ツ 日

誇

緋

蔑

者

鐸

・

蟇

業

~

嵩

~

氏名又は名称株式金社田中満票石川支店 ~
住所〒920..0209 電話番号076-255-6雛6

石川県金沢市東蚊爪鮒ム8．－’ ~ … ｜

口種類(普通の産業廃棄物） 、図種類作
□0100燃えがら □1200金属くず □7000引火性廃油

□0200汚泥 ~ □'300親棚礁くず□70I0引火性廃油侑言
□0300廃油 □1400鉱さい □7100強酸

□0400廃酸 □l500がれき類 □7:I IO強酸(有害）

□0500廃アルカリ ロ1600家畜のふん尿□7200強アルカリ
ロ0600廃ﾌ・ﾗｽﾁｯｸ類□1700家畜の死体□7210強ｱﾙｶり侑言

□0700紙くず □'80Oぱいじん □7300感染性廃棄物

□0800木くず □'900 13号廃棄物m7410PCB等

□0900繊維くず □4000動物系固形不要物□7421廃石綿等

□1000動植物性残さ□混合鹿薬物 □7422指定下水汚泥
nl lOOゴム〈ず n 1l7423鉱さい(有害

寓

j

リ

□0100燃えがら
－－

口0200汚泥

油酸
廃廃

００
３４

００
００

口□

□7:' '0強酸(有害）

□7200強アルカリ

尿

類弘
のき

畜れ
が家

００
００

５６

□□

口混合蝿薬物
□ L]7423鉱さい(有害)□1I00ゴム〈ず ｜□

株式会社露中海事 宮野支店

電話番号”6-2錨-38剥

溺町1●の77醤地7~ ~~~~
電話番号”6-2錨-38剥

溺町1●の77醤地7

所在地在地 〒9郷?‘職53電話巷
． マ;'､ ~ ， ‘ ､

~~ ~~薦釧県金沢市宮野町1

〒9郷?‘職53電話巷
． マ;'､ ~ ， ‘ ､

~~ ~~薦釧県金沢市宮野町．I

数量(及び単位）

目,"‘.ﾉ ‘ ／
・・グヘ

数量(及び単位) 4,j~荷姿

：，"ﾉ‘〆.,、 、 、( ; :Zi

産業廃棄物の名称

低濃度pC鰹汚染物
有害物質等 処分方法

総却

溌
備考・通信欄

口水銀使用製品産業廃棄物
口水銀含有ぱいじん等

口石綿含有産業廃棄物

~・口特定産業廃棄物
‘ 〈

. ’

￥ ■ 守一

ノ
ゴヤ

ーー

有害物質等

‐ ．瀞 ！

I
f

q U 呼

脚 “

患W~，

｜ 、 ． ・ ・・m'‘‘ﾘ

ﾄ" :熱,！
「 ・ ~ くl

l ~蝋: I
J 1 . 0 ･ j

1 . ‘

蕊患'’ '
19 ､
l
P

L ，1

~~~

等幕鴬嵩
胄) ｜□7425廃油(有害):：

□7426汚泥(有害）

） □7427廃酸(有害)
D7428廃ｱﾙｶﾘ侑冨1

害） □7429ばいじん侑割

ロ743013号廃棄物侑害）

□7440廃水銀等、

□

3 ．口

~

ｌ
ｑ
０
Ｄ
Ｉ
４

~~

. ID

Ｉ

生

名称/<所在地／電話番号~ 一 y ‐
団委託契約書記載のとおり ~ ~
口当欄記載のとおり

氏名又勝名称職鑪開発株式会社
住所〒321-8046 電話番号076-244-3132

石"煤金沢市大桑町上猫下4番地7

一旬 一 手P－一旬 一 手P－
~~~~~~ やや

1
← ~~

ゴゴ

名称
ｰ”

（
処
分
事
華
場
）
・

運
搬
先
の
事
業
場

■
■
ロ
ロ
■
医
６
９
△
Ｆ
１
■
■
Ｂ
ｒ
８
．
２
Ｉ
Ｉ
７
昼
巴
、
γ
ａ
Ｆ
０
ｒ
，
１
吋
』
鹿
Ｂ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ト
ー
ｌ
ｒ
ｒ
‐
Ｆ
Ｉ
ｌ
Ｕ
Ｅ
ｒ
ｂ
‐
し
ｐ
ｒ
‐
１
匹
ｐ
ｂ
Ｆ
、
○
忽
Ｃ
ｒ
０
０
０
０
ｌ
且
Ｆ
ｇ
４

１

１

１

１

湧
繊
墨
識
者
一

'

環境開発株式会社新縁処理工渇

所在地〒鍵6-13妬 電話番号鯛6~2“-5115

石;I際金沢市新保町ラ叩
、

』

|住所

＞-雫一一-一一一~－
1

1
1

名称
氏名又は名称~潔境開発棒式会社

住所〒921-8046 ．電話番号鱒6-244-3132

S)I蝋金沢市大桑町上猫下4濫地7

住所〒921-8046 ．電話番号鱒6-244-3132

処
分
豪
誘
者

豪
謡
者

又
》
は
保
管

積

ｊ

替

~え

替:厩

：
保

勺

Ｉ

１

１

ン-要ﾝ--＝
所在地〒~ も ：,．J所在地~

S)I蝋金沢市大桑町上猫下4醤地7 ~

陸諸の""鋤'鞠開発株式塞琴卜浄舎奪，(運搬担当者の氏名）

【・
‘永管’

---皐一

{受領欄）一
－

数量(及び単位）

’ 誌讃L _囎縣。 有価物拾集負~

令~芝今忠 ｜'…1℃亨"“ ~鱗’
{受託者の氏名又は名称｜ 磯境鯛発株式会社
(処分担当者の氏名）

凸ジー
侭最総処分

終了年月日

~

”縫うh鍔識 喝
複
製
を
禁
じ
ま
す
０
‐
よ
■

類
似
品
に
ご
注
意
峰
だ
さ
い

鰯照隠罰 >C坪年う月Ib ﾛ

手 砥
‘“-s -－

~~~~

(委託契約書記載の場所にあ.金欧黍謙穰諭鰯ﾖ尋P番号）j

溌鯉蝿
姿、一一

名称／所在地／電話番号 扇 Iーーー i

l
１

１

１

１

１

１

１

照
合
確
認

職雛瀧迦職場

題韮寧
016(24"5115

｜
k､(直行用） 発行元：公益社団法人全国産業資源循環連合会

年 月 日

年 月 日

年 月 日



産業廃棄物管理票_(マニフェスト)_E票~ ~ ~~~

P一垂言虜嘩馨醗

2帥96測釧窪|達~
氏名

U

lｳﾉ令売-急'1刺撫熊 蕊織鵠
･刃段哩シ#年忌月ノ

“
~
（
雄
出
者
雪

雲

業

煮

~

（

排

出

事

業

邊

埜

凛

業

・

場

氏名又は名称誌式会社園中商事石川支店
住所〒920-02鱒 電話番号076-255舗086

~石川県金沢揃蕊蚊爪町ム恩･….I

住所〒“-02鱒 電話番号076-255-5086

名称~株式会社田中商事宮野支唐

蕨謹■墓灘霊市営薦:慾勇駕：”
~ ” 業豊|所在地 …電話番号076-25“831

粥美術鯛町,｡鋤,,鐵地，』 ~ 墓:毒｜~~石jl畷金沢揃爽蚊爪町ム怠・－.1

口種類(普通の産業廃棄物） ~ ~ 囚‘種類(特別管理産業廃棄物） ：' ~ ‘数量(及び単御樗． “ ~荷姿

呂|:::霧羅備呂淵撫耀l呂篭駕鱈' 』~; ~無 剛1ヌ
ロOlOO燃えがら □1200金属くず

□0200汚泥

□0300廃油 □1400鉱さい □7100強酸 □7426汚泥(有害)~ 産業廃棄物の名称
□0400廃酸 □'50Oがれき類 □71 10強酸(有害)m7427廃酸(有害). ~砥濃度PC露鹿瀬 f
□0500廃アルカリ ~国1600家畜のふん尿□7200強アルカリ ロ7428廃ｱﾙｶﾘ侑害}有害物質等 処分方法
□0600廃ﾌﾗｽﾁｯｸ類□1700家畜の死体□7210強ｱﾙｶﾘ侑害ID7429ばい“侑割 、．

焼却
□0700紙くず □I800ぱいじん □7300感染性廃棄物 □7430 13号臓物侑割~ ~~ ’
□0800木くず 口旧00 13号廃棄物回測IOPCB等 ~□7440廃水銀等 備考・通信欄
□0900繊維くず □4000動物系固溺不要物□7421廃石綿等，ゞ□ ~ ~ ←一口水銀使用製品産業廃棄物
□IOOO動植物性残さ口混嘗鹿蕊物 □7422:指定下水汚泥』口一 ポロ水銀含有ぱいじん等
□| |00ゴム〈ず □ □7423鉱さし〈侑割□~~ ： ~ ~口石綿含有産業廃棄物

数量(及び単働､'零~ 荷姿

~ 壹華 メ弘罫
□1200金属くず

□1300嘉調．陶繼<す ~雲卒□7010引火性廃油侑害）■
□7100強酸

有害物質等

類
ウグ

ツ

ずず巧

ｔ〃、ノフ一

顧紙木

０００
０００

６７８
０００

□□□

□1700家畜の死体

□I800ぱいじん

口旧00 13号廃棄物
□4000動物系固形不要物

０口一日蕊’

日

■

ｌ

１

Ｈ

Ｑ

１

函

Ｉ

ｌ

４

Ｉ

ｕ

盃

涯

惑
患
轌
~

叢

煮

，
産業廃棄物の名称

:抵溌度PC露鹿瀬 f
有害物質等 処分方法

プ心

焼却

備考・通信欄

口水銀使用製品産業廃棄物

口水銀含有ぱいじん等

口石綿含有産業廃棄物

-口特定産業廃棄物

数量(及び単位）

一
熊
閻
処
選
崇
震
爆
瀧
鍛
嚇
農
婦
洲
測
溌
魍
惠
鎌
蕩
鯛
澗
拠
寝
業
鐵
一

Ｆ

Ｂ

Ｉ

。

ｌ

ｂ

１

１

ｌ

Ｉ

４

Ⅱ

・

０

１

１

日

・

１

１

０

１

皿

ｌ

１

ｐ

Ｉ

Ⅱ

ｌ

ｌ

Ｉ

０

１

ｑ

ｑ

Ｉ

０

Ⅱ

ｄ

ｉ

Ｉ

■

弓

Ｉ

Ｉ

Ｊ

Ⅱ

Ⅱ

ｌ

■

ｑ

ｑ

ｊ

■

■

団

。

凸

ｎ

０

８

Ｈ

ｇ

０

１

日

用

旧

０

ｒ

Ⅱ

４

Ｉ

０

ｕ

ｌ

■

■

■

■

■

■

■

■

且

■

■

１

．

１

１

１

８

８

■

ａ

■

■

Ｆ

Ｄ

９

■

日

■

■

■

■

■

■

■

■

１

■

１

１

口

■

■

１
１
１
１

“
■
ｐ
圭一

~

□
□

理

口

1票交付者(処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交付番号(登録番号）
－－－1

帳簿記載のとおり

当朧鐡g退言"お-妙－－－弓一一一一一一一一一
雲室誘う所在地/電話番号

、委託契約書記裁のとおり ・~ ~ ~＃ ・ ~ ~ ~
口当柵記載のとおり

氏名又は名称~琿瀧閲発株式会社

|陸所〒’…。謡…‘…'“石川難金沢市大羅町上猫下4醤地7 ~

住所〒921--80輪 電話番号”6-2“-3132

石州難金沢市大鰕町上猫下4醤地7 ~

ﾙI一
判

／β~
雷 号

』
■
■
Ｆ
■
ｑ
則
４
■
▲
■
日

;難号'悪‘ り ●中ひも

灘‘置
布

|里
＝一一一 一一 一一=一一二.､弓

一手丙一一 一~了．

溌鏡瀦発株式会社新保処理工増

〒鐘6-1345 電話番号076－2鱸-5115

石jl猟金沢市新保町ラ11

鋤
一
燕

１
１
１
１
１

~
~

淫

処

分

事

業

湯

〉

む
ゆ
４
℃

《
蓮
搬
先
の
事
薬
場

所在蕗

謙
一
仔蔓

ｒ

地

氏名又は名称驚蹴開発擁式会社
住所〒921･d8@輪 電話番号観6丑44-3132

石州県金沢市大蟻町上猫下4雷地7 、

氏名又は名称驚蹴開発擁式会社
住所〒921･d8@輪 電話番号観6丑44-3132

石州県金沢市大蟻町上猫下4雷地7 、

４
屯
４
口
８
■
‐
４
１
Ｆ
■
局
「
Ｏ
Ｉ
Ｉ
ｏ
Ｕ
１
Ｉ
‐
１
１
４

、
‐
■
３
Ｊ

一

蝿

凸

邑

一

凸

－
０

－

砂

●

一

↓
難
夢
震
託
者
一

》唐

一
一
０

↓
難
夢
震
託
蓋

可
４

名称名称

(受託者の氏名又は名称） 蝋戦鮒鎚橡式会社 P 鯵

(運搬担当者の氏名） 向3/|糸

~
又
は
保
管
■

積

替
・
え

一旬

や

一

三

“

~

一

一
丁

》

趣

・

》
一

所

〃

》

所在地〒~

農ﾑーーーー
言ー~；

－－－雲霞話番－－－雲霞話番

一

数量(及び単位）(受領欄）
有価物拾集量

為二．

’》 処a
(受領欄）

｜
最終処分

終了年月日
(受託者の氏名又は名称） 琿境開発株式会社
(処分担当者の氏名）

複
製
を
禁
じ
ま
す

類
似
品
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

一
卜
審

竿
↑

や

ｐ

〆

、
』

、
超。 a * ｴ碓怜3月蝿7 白 ●

(委託契約書記載の場所にあっては委諦榊喬弱諏藩喜T
－ 、 ，． ： ~ ,金沢市新保町ツ13-1外‘

名称／所在地／電話番号

I侭織嚇感

~繊鯛繭

‐ 一

一K，

｣照I

可

Q

嵩
確
認

繊鰄職鯉職場〆

q■■■
（直行用）

ハワRイクAli賃fィ旨 庫

ユコ ：■グー■毎 一

’発行元：公茶社団法人全国産業資源循環連合会

年 月 日

年 月 日

年 月 日



年 月 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

（第１面）

保管の場所

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-237-8300

金沢市長

保管事業場の名称

社会福祉法人中央福祉会

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

　特別養護老人ホーム寿晃園

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

金沢市鞍月東１丁目１９番地

廃棄物の種類

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

理事長　北元　喜洋

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

処理業者との
調整状況

　嘱託医　毛利　郁朗

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

　金沢市鞍月東１丁目１９番地

076-237-8300



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

1 50 KVA 三菱 SF型１ 1984年 無し 台 kg 低濃度
屋上屋外

キュービクル

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

量

　嘱託医　毛利　郁朗
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

　特別養護老人ホーム寿晃園

　金沢市鞍月東１丁目１９番地

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

076-237-8300

所在の場所

台数又は
容器の数

変圧器（トランス）

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

218.01

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



令和 6 年 6 月 12 日

〒920-0981

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の

別

漏れ等
の

おそれ

04-001 KVA 大阪変圧器 NCP-FOR 1967年9月 P4567011 1 台 580 kg 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

04-002 KVA 大阪変圧器 NCP-FOR 1967年10月

QK046214
QK046213
QK046212

3 台 1140 kg 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

氏　名

電話番号

濃度
区分

金沢市片町２丁目２３番１２号

敷地内/金沢市片町２丁目２３番１２号

076-223-4848

定格
容量

PCB濃度：
5.8mg/kg

廃棄物の種類

変圧器（トラ
ンス）

75

変圧器（トラ
ンス）

処理業者との
調整状況

なし

なし

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

100

台数又
は

容器の
数

PCB濃度：1.9mg/kg
PCB濃度：1.8mg/kg
PCB濃度：1.9mg/kg

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
処分予

定
年月

保管事業場の所在地

076-223-4848

代表取締役　清水　仁美

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

有限会社中央サービス

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。の規定に基づき、令和

保管の場所

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

金沢市長

保管事業場の名称

有限会社中央サービス
石川県金沢市片町２丁目２３番１２号

届出者   
住　所

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について



04-003 KVA
北陸電機

製造
QK 1972月12月 453852 1 台 156 kg 低濃度

囲い
有、掲
示有

分別 なし

04-004 KVA 東芝 PS-6DP 1967年8月 67764525 1 台 145 kg 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

04-005 A 弾電機製作所 ＤａｎＳ－６ 1967年11月 711695 1 台 73 kg 低濃度
囲い

有、掲
示有

分別 なし

変圧器（トラ
ンス）

100油入開閉器

PCB濃度：
1.4mg/kg

なし

PCB濃度：
4.8mg/kg

20

20 なし

なし

変圧器（トラ
ンス）

（日本工業規格　Ａ列４番）

PCB濃度：
0.5㎍/100㎝
2



04-001 KVA 台 kg 低濃度

04-002 KVA 台 kg 低濃度

04-003 KVA 台 kg 低濃度

04-004 KVA 台 kg 低濃度

04-005 A 台 kg 低濃度

型式
製造年

月

型式
製造年

月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

04-001
変圧器（トラ

ンス）
KVA NCP-FOR 1967年9月 1 台 73 kg

低濃
度

R6.4.9 群桐エコロ(株)
PCB濃度：
5.8mg/kg

04-002
変圧器（トラ

ンス）
KVA NCP-FOR 1967年10月 3 台 1,140 kg

低濃
度

R6.4.9 群桐エコロ(株)

PCB濃度：
1.9mg/kg
PCB濃度：
1.8mg/kg
PCB濃度：
1.9mg/kg

PCB濃度：1.9mg/kg
PCB濃度：1.8mg/kg
PCB濃度：1.9mg/kg

PCB濃度：0.5㎍
/100㎝2

PCB濃度：
1.4mg/kg

75 大阪変圧器

QK046214
QK046213
QK046212

R6.5.31

R5.7.28

R5.7.28

R5.7.28

分析結果より判明

分析結果より判明

分析結果より判明

R5.7.28 分析結果より判明
PCB濃度：
4.8mg/kg

3

1

1

1,140

156

145

1967年10月

1972年12月

1967年8月

QK046214
QK046213
QK046212

453852

67764525

大阪変圧器

北陸電機製
造

東芝

NCP-FOR

QK

PS-6DP

変圧器（トラン
ス）

変圧器（トラン
ス）

変圧器（トラン
ス）

75

20

20

弾電機製作
所

ＤａｎＳ－６ 1967年11月 711695 1 73

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量
濃度
区分

R6.5.31P4567011

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

大阪変圧器

製造者名
定格
容量

100

油入開閉器 100

表示記号
等

1 580
変圧器（トラン

ス）
1967年9月

型式 製造年月

大阪変圧器

参考事項

R5.7.28

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

総重量
（１台当たり
重量×台数）

P4567011

濃度
区分

分析結果より判明

廃棄物の種類

保管終了
年月日

NCP-FOR

台数又は
容器の数

濃度
区分

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号

保管開始
年月日

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

100
PCB濃度：
5.8mg/kg

量廃棄物の型式等
保管開始

理由
参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

廃棄物の種類 参考事項



04-003
変圧器（トラ

ンス）
KVA QK 1972年12月 1 台 156 kg

低濃
度

R6.4.9 群桐エコロ(株)
PCB濃度：
0.5㎍/100
㎝2

04-004
変圧器（トラ

ンス）
KVA PS-6DP 1967年8月 1 台 145 kg

低濃
度

R6.4.9 群桐エコロ(株)
PCB濃度：
1.4mg/kg

04-005 油入開閉器 A ＤａｎＳ－６ 1967年11月 1 台 73 kg
低濃
度

R6.4.9 群桐エコロ(株)
PCB濃度：
4.8mg/kg

R6.5.3120
北陸電機

製造
453852

20 東芝 67764525

711695
弾電機製

作所
R6.5.31

R6.5.31

100



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始

理由
所有開始

場所
所有開始
年月日

台数又は
容器の数

定格
容量

定格
容量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

参考事項台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

製品の型式等

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

製品の種類

量

所在事業場の名称

所在事業場の所在地



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）





様式第一号（一） (第九条、第二十条及び第二-'一七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年6月18日
金沢市長村上卓殿

金沢市役所 届出者

住所石川県金沢市野町5丁目18番18号
氏名津田駒工業株式会社代表取締役社長高納伸
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-244-9096

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）

帥~砿石~可棚 5‘6‘2
ご減第

～--受付

~

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和元年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1‘ポリ塩化ピフェニル廃棄物について

津田駒工業株式会社本社工場保管事業場の名称

石川県金沢市野町5丁目18番18号保管事業場の所在地

｜ 電話番号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 生産技術部生産技術課高田雅樹 076-244-9096

’ 事業所の所在地と同じ保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

廃棄物の型式等 保管の状況量

処分予定

年月

濃度

区分

処分業者との

調整状況鱗i鰯
参考事項廃棄物の種類番号

蕊:製造都1型式'製造il皇月i赫洲 W|W着護|鮴》, iWW
~
~
~
~

150KⅧ妻路|sm:5:6! ! 1州≦
藻 際喜| 分別 ~帆

Z

Z金属製

箱

コンデンサ

(3I(g以上）
⑳-l 低濃度 屋内保管1 : 57Kg

網本コン;SBF-661!

l50KⅦゞﾃﾝｻｴ"R ! |98!年鐸

金属製

箱 罵鶚i 分別 ’ 無上
Z

コンデンサ

(3Kg以上）
⑳ 低濃度 屋内保省－2 l : 57Kg~



(第2面）

日本コン

デンサエ

業

金属製

箱

囲い有

掲示有

コンデンサ

(3Kg以上）

AF66220

11<Bl
⑳-3 屋内保管低濃度 4HE

J1、、分別1986年 50Kg1200KVA

金属製

箱

囲い有

掲示有

コンデンサ

(3Kg以上）
⑳-7 屋内保管低濃度 4旺

βも，、分別200KVA洸商工 1979年 17KgZPC-1 1

金属製

箱 豊鶚| 分別
変圧器

(ﾄﾗﾝｽ）

北陸電

機製造

AOO745T

1
⑬-1 屋内保管低濃度 4HE

JU，、1980年 2300KgI500KVA

１
１金驫製職喜| 分別帥0"|窪鱸| sE-剛01 1985年

変圧器

(ﾄﾗﾝｽ）
⑳-8 4脈

Jb,、 屋内保管低濃度1 1 495Kg

■

■

■

■

■

＆

■

■

。

■

１

９

■

８

９

ｅ

９

■

■

８

９

１

監

２

４

■

９

－

金属製

箱 豊鶚| 分別
柱上変圧器

(柱上ﾄﾗﾝｽ） 窪麓i 不明 | ]989年
8

1

⑰-2 4脈
Jb,、 屋内保管低濃度136Kg120KVA

囲い有

掲示有

ドラム

缶

安定器

残筐体

2381.3

Kg
1旺
〃、、、 屋内保管低濃度 分別9

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 愚

保管開始

理由

濃度

区分

保管開始

年月日
総重量
(1台当たり重

壁x台数）

参考事項廃棄物の種類

襄篁 1製造者名i 型式 ｜製造年月 |赫記鶚
台数又は

容器の数

番号

6.03KVA鱗割pCB-:400S! ]974年TT I
倉庫から発見低濃度2台 3mg/k9コンデンサ 2023.516kg5－1

ｉ
Ｉ

交換した器具

から発見

１１畔
月

８９１FAH-2-962

22B
低濃度 微量PCB東芝電材 20個 | 60kg蛍光灯安定器 2023.9.65－2

交換した器具

から発見
低濃度 微量PCB東芝 ;FRH-9628B 4個蛍光灯安定器 不明 22kg 2023.9.65－3



（第3面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
参考事項廃棄物の種類 総重量

（1台当たり

重髄x台数）

番号

襄篶|雌都|型式|製造年月i表示記鶚I

台数又は

容器の数

｜
’

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

自ら処分した場合 処分を委託した場合廃棄物の型式等 量
濃度

区分耀籔
台数又は

容器の数

参考事項廃棄物の種類番号

蕊|製造者名|型式|製造年月i添僻 処分拠分後の廃棄物の
年月日｜種類及び処分先

処分委託1処分受託者の
年月日 ！ 名称

処分
年月日

■

”

。

■

。

ｑ

ｅ

４

ｑ

ｅ

４

■

■

。

■

９

叩

■

■

■

■

■

叩

■

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号’ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所



（第4面）

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄の見込み 城製品の型式等

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項
■

Ｂ

Ｔ

？

Ｂ

ワ

甲

り

り

■

争

仔

甲

■

■

■

■

■

■

＆

■

甲

上

■

■

＆

■

■

■

■

？

■

■

８

－

■

■

●

■

Ｕ

■

■

旧

■

■

旧

■

■

旧

■

旧

■

■

■

旧

■

■

■

■

■

■

■

旧

■

■

■

■

■

■

■

■

製品の種類 廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況

台数又は

個数

番号 定格

容量
製造者名I 型式 I製造年月按示記号等

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
理由

所有開始

年月日

所有開始

場所
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項製品の種類 台数又は

容器の数

番号

蕊|製造者名1 型式 1製造年月|赫記鶚i I

■

■

■

■

８

日

■

寺

４

■

ｅ

ｃ

ｇ

Ｆ

■

■

■

■

■

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

所有終了

年月日

所有終了

理由
参考事項総重量

(1台当たり重

量x台数）

製品の種類番号 定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

I

この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
「番号」の柵には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

備考 １

２

３

4



(第5面）

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記減すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の棚には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． ． 「保管の状況」 として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。
16． 「処分業者との調整状況」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例； 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の棚には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の棚には、実際にポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品については
記減しなくて構わない。



(第6面）

26． この届出に係るポリ塩化ピフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。
27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28~都道府県知事が定める部数を提出すること。
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様式第一号（一） (第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年6月 5 日

殿金沢市長

届出者

住所石川県金沢市松村町ヌ44番地

氏名デスタン株式会社代表取締役北本政行
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-225-8000

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条に剣

の規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ボリ塩化ビフェニル廃棄物について

’１
１
１
１

保管事業場の名称 デスタンNul2ビル

保管事業場の所在地 石川県金沢市西念2丁目2番1号

…’’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 代表取締役北本政行 076-225-8000

保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ピフェニル廃棄物

｜ ｜ 堂 ｜ ’ ’廃棄物の型式等 保管の状況

処分予
定

年月

台数又
は

容器の

数

濃度
区分

処理業者との

調整状況
分別・

混在の

別

漏れ等
の

おそれ

番号一 廃棄物の種類 参考事項総重戯
（1台当たり

肛肚×台数）蕊製造者名 型式
容器の

性状製造年月表零号
等
無

い
有

囲
の

~
~
■
■

|…伽’
四’

04-001 ｛ １
１

１
１

聯而 ’
囲い

有、掲

示有

変圧器（トラン

ス）

PCB濃度

13mg/k9
なし低濃度 分別 なし50 KVA

《
ロPT6-K4 S52 380.0 kg1

｜ ’
囲い

有、掲

示有

変圧器（トラン

ス）

PCB濃度

30mg/k9
なし 分別 なし

《
ロS42 1 203,0 kg

(日本産業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地蕊|製鱈着名|型式'零隼|羨寮。

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
砿肢×台数）

参考事項台数又は
容器の数

■■■■
④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等

定格
容量

KVA

KVA

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

量

台数又は
容器の数

《
ロ

《
ロ

総重量
(1台当たり

亜肚×台数）

． k9

k9

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

参考事項

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等

定格
容量

製造者名 型式
製造年
月

’
|譲寮

号

量

台数又は
容器の数

総重量
（1台当たり

亜吐×台数）

濃度
区分

自ら処分した場合

処分

年月日

’

処分を委託した場合

処分委託

年月日

’

参考事項



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号’
ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

’所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

参考事項総重量
(1台当たり
1K股×台数）

製品の種類番号 定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数製造者名｜ 型式 製造年月 |表零号

l l l l l l
②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等
旦
畢

所有開始
理由

所有開始
年月日

所有開始
場所

参考事項製品の種類 総重量
（1台当たり
液晶×台数）

番号 定格
容晶

台数又は

容器の数製造年月|表奮号製造者名｜ 型式



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等
亘
皇

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項製品の種類 総重量
（1台当たり
亜最×台数）

番号 定格
容量

台数又は
容器の数製造年月|表零号製造者名｜ 型式

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の棚には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6‘ 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8~ 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10~ 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品以外

のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。
12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例； 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。
17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例； 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の棚には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の棚には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を次の通り報告します。

d対象機器

東京芝浦電気株式会社造者製

式 I PT6-K4型

1977年

7700810477008104

》
一
一
一
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6300V圧
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油睾
礎
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に 量 | 380kg菫総

結果 検出下限値
(mg/kg)

判定墓準
(mg/kg)’結果

(mg/kg)I分析寝巨

’ 0．150.5以下13 1

ポリ塩化ピフエニル I

絶縁溜中の微量PCBに雷する簡易測定法マニュアル2.1.2
(平成23年5月環境省廃棄物｡ﾘｻｲｸﾙ対策部産塞崖塞竺壷
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No.P5700406

令和4年12月15E三幸電設株式会社 様~~

|試料の区分 ｜
｜試料名 ’

トランス

トランス(HG-CR) 計量証明事業登録石川県第1号(濃度）

株式会社大和環境分析センター
．． §

〒920-0811石ﾉil県金沢市小坂町中18番地4

デスタン12ビル駐車場採取場所

［

届

４

《

冒

狗

２１年

分

４

３

日

０

梼

塒

採取年月日

採取時間

株式会社大和環境分析センター事業本部

〒923-1253石川県籠美都川北町三反田273

TELO76-277-3733FAXO76-277-3r39

分析担当者島村唯史社今

云

恥

式

株評

亟

み

電

込

幸

持

三

| ｜採取の区分
~~~~ ~~ ~~~~l l採取者

Lj，

~~工事名:デスタン12ビル変電設備他
電気設備修繕工事

~~~~~~特記享．項

貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を次の通り報告します。
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０
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ｊ
Ｉ
ｌ
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一

一

株式会社日立製作所

HG-CR

1967年

7630816

30kVA

203kg

＆
‐

垂
ヌ
ー
珍
確
一

一
幸
一
渡

圧

量

6300V
－

64L

+結果
検出下限値
(mg/kg)

判定基準
(mg/kg)

結果

(mg/kg)
分析項目

0.5以下 0．15ポリ塩化ピフェニル 30

絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2

(平成23年5月環境省廃棄物･リサイクル対策部産業廃棄物謀）
分析方法

【備考】

PCB濃度が処雲の判定基準(0.5mg/kg)を超えたときは､PCB実棄物として適正に保管等の処室並びに届出を行う。
（平成16年2月17日蒙廃産発第040217005号）

※収集．持込み試料の場合､試料名他採取情報ば､ご依穎者のお申し出により､記入しました。
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出吾（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6年6月27日
金沢市長 殿

届出者

住所東京都港区新橋2丁目12番17号新橋1-Nビル5階
氏名 ﾄﾓｼｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役荒木章
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号03-5510-1212

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1‘ポリ塩化ピフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 カナｶﾝ株式会社

石川県金沢市袋町3番8号保管事業場の所在地

’ | 電話番号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 管理課嶺出雅幸 076-231-1151

’保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたボリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 保管の状況

処分予定

年月

濃度

区分

処分業者との

調整状況
総重量
(1台当たり

重戯x台数）

廃棄物の種類番号 定格

容量

参考事項台数又は

容器の数

容器の囲い等分別. 漏れ等の

性状の有無混在の別おそれ
製造者名型式製造年月 表示記号等

(日本工業規格A列4番）
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(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

廃棄物の種類番号

蕊｜製造者名1 型式~I
台数又は

容器の数

参考事項
製造年月：表示記号等 ’

~
ｅ

ｖ

Ｐ

９

９

◆

■

９

勺

９

１

１

▽

勺

■

■

８

日

９

勺

９

９

勺

９

９

■

■

与

り

ご
り
Ｆ
Ｄ
０
Ｐ
■
①
Ｐ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
０
Ｂ
Ｉ
０
１
０
１
６
Ｙ
４
Ｈ
８
２

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 皇
皇

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
廃棄物の種類番号 総重量

（1台当たり

重量x台数）

参考事項

鱒製蹄名i型式|製造年月|赫記器E
I

台数又は

容器の数
■

▽

■

■

■

■

Ｕ

■

■

■

■

■

Ｕ

■

■

■

■

■

■

甲

■

■

や

凸

守

甲

邑

■

甲

■

■

二

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
皇
畢 自ら処分した場合 処分を委託した場合

濃度

区分
番号 廃棄物の種類

鬮製造者名|型式|製造年月羨示記騨
参考事項

熱|駕蝋震潔, 些需篭|処分蕊者の
処分
年月日

FRH-2-4

0211B
蛍光灯用

安定器

238．22

識東芝 16台 ; 46.8kg05-001 23.6.19I JESCO
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(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

｜
I

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

量x台数）

製品の種類番号 定格

容量

参考事項廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況

台数又は

個数
製造者名： 型式 I製造年月 表示記号等

■

■

８

■

■

”

■

。

■

勺

■

。

ｑ

■

。

ｑ

■

■

。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ｒ

■

■

■

■

Ｂ

■

Ｂ

ｂ

ｐ

■

■

■

■

■

■

■

Ｂ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

勺

＆

■

句

＆

己

。

凸

■

ｅ

呂

凸

で

●

＆

▽

■

凸

▽

■

■

旬

＆

■

■
＆
●
Ｄ
Ｐ
Ｇ
Ｚ
９
２
Ｂ
Ｕ
Ｄ
Ｂ
Ⅱ
０
９
■
■
ｑ
１
０
日
■
９
■
、
２
８
，
■
ｆ
甚

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

製品の種類番号 定格

容量

参考事項台数又は

容器の数
製造者名｜ 型式 ｜製造年月 表示記号等



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了

年月日

所有終了

理由

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
製品の種類番号 総重量

(1台当たり重

量x台数）

参考事項定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月|表示記号等

備考 1． この届出書は、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2~届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の柵には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5~ 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9~ 「量」の柵のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ピフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の棚には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」 として、新たにポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の棚のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20~ 「処分年月日」の棚には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ピフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



産業廃棄物管理票(:マニフェスト)_E票
＆

《
一

．
~ ~

~~~ ~ ~ ~

三三~軍－1|鋤鑑識一！

戻蟇
一

七

一

一
・
一
．
０
列

〆

』

、

一

一

上
か
・
・2‘永毒達蕊付澤'月旧

＆

塞醗番場 ｜r
秀一氏

曾宝一

~

瀬

泳

~

胴

閂
℃
ｇ

~~

~

ぱ

~

嫌

霧

~

~

急

~

：
~
》
卿
鋤

撫

・

鵬

．

市

一
吋
聯
．
幸

郡

~

鰍

~
．
、
力
．
地
曝

霧

瀦

･ ･ .‐｡ ロ〆･■■ ●

■■■ ■ ● ■■
｡・・6． ．､FLp,

.．:｡.､熱:::.｡．● e

･･ ｡D ･心 ：．■ ●
D D ｡■争

一守

蕊
■ ■

･■■ ･ﾛ
凸 甸

§脚
＆

■

■■
争巳■

Ⅱ 1口0.. Ⅱ．□･ロ山P

事事 彦-量〃

業藷，
箔

ノ

者童

~ ~個患~種類(普通の産諜廃棄物).: : . r
OiOO燃究がら"=:m]200!金属く談i~~ ＄

0200汚泥~ 、§口i3pd掘軸艤吋
0300廃油~ 一 ~口伽d鉱さい: *・
0400漉酸 ：､国ｲ56b,坊津き類~~

0500癌ｧ』ゆり~ ~ロ'即0塚畜のふん尿Q△

0600:廃式ﾗｽﾁﾂﾀ類□.1700"家畜の死体~

0700紙くず， ~ ~h ；□!800ぱいじ知~ :
0800*<ず~ ; ~…:D19601:3号廃秦物
0900繊維くず~~□4000動物系固形不要物
1000動植物性残さ『 ~□ ~ ~ ~ … ~

００００．００００００

而一叩而肌帥一肌肌肌伽
０

■
■■■■

０

~ , ~~回種類(特別管理産業廃棄物） ~・

7000引火性廃油､ ~ :口灘24:燃えがら(有害）

70I:0引火齢湖篭),m:7425廃油(有害)~
7100強酸､~．…-:.r､国拘26･漏尼(有害）
7･1 10強酸侑割! .m74"僥酸(有割‘

7200強ｱ”カリ曰7428房ｱﾙｶﾘ(有害1

7210.強那測鮪割.B7429ばいじん侑割
7300感染性廃棄物． :B7430 13号廃棄物侑害）

74IqPC.鶴~~~"~~~~;: ~~~ﾎ ~ロ744q,廃水銀等

742i廃石綿窯瀞｡j~~曰 … 恥
7422指蔵水汚泥□,~ ~， ~ ~ ”~~＆

~

畑
。

、

』

調
~
~
識
薙
~

働
舜
‐
鞠
~

灘

獺

劉

転

《

~

~

~

~

数
．
●
、
・
・
・
雷

荷姿． ．′
堀れ防塵重金属容響

iにて蝋~ ‘~・ ~

□ 口7000

□70I:0

□.7.100
~ □7~110

口7200
" :D,7210

.D7300

~圏7410

口~742i

日742？

産

業

廃

棄

物

~産業廃棄物の名称

１

９

１

。

当
~

有害物質等 処分方法~

洗浄､分離｡分解
屯
間
処
理
蕊
翠
募
最
終
処
分
業
者
１
１
獅
幽
毒
業
養
孝
鞠
間
処
理
篭
署

４

‐

ゞ

ｂ

妃

４

．

。

◇

。

PCB

備嵩?通儲勵.. ；、j､ ~

月謹議壽
~口特定産業廃棄物:1鷺 ~･も:: ,”

□llOO,威聖くず~ ~剥き□~ ~ |~ □7423‘鉱さい侑割|:~画－

Ｆ
１
Ｉ
ｌ
Ⅲ
１
１
１
１
ト
ー
１
１
１
偶
Ⅲ
Ⅲ
Ｈ
Ⅱ
１
４

中
塵

》

Ｄ

Ｐ

、

０

４

．

．

０

｜

“
・
〃
・
・
．
．
｜

か
~
・
お
‐
．
－

号
．
．
と
恥
・
一

識
鋤
唾
鋤
一

電
記
と

宏
書
、
画
一

騨
職

／
委
当

蔀
画
口
一

１

！

Ｉ

最終処溌

~~の場所 雫蕊蕊瀧
r

~~~~

諦瀧織謹
－。■＝ ｰ一 ＝ ヱ 詞一

Fg

鍬
'■一

鍾
搬
受
一
託
碆

受
託
箸

蝦jX

株式裳職 貯鰯蝋境安全蕊菓《獺北海遁繩8処寵事叢蔚
~

●

■

争

０

４

－

口

■

▲

。

Ｐ

■

か

一

軸

Ｆ
ｑ
竺

嬰

竺

公
凸
■
』一一一一一一皿呈

住所〒蕊，認遜轄:_鷺;電話 雷儲番割T蕊
埼玉無毒塗篭讓蒲灘毒震下蹴凄溌曽黛乳饗趣 北海遵壁蘭市仲町14霊地7

抄

名称処
分
受
託
者

処
分

一・ 、I■可

葵
儀
繰
管

稽
〆
替
~
え

耳

議境蜜全毒藁株義鍔薩
蛤0

住所君輔言鯛脚誇武謹

凍蹴都議鱈鐘拳奪薗顎饗瀕号
〆建

1 1

P
~ ~

q I

鷲
数量(及び単位）(受託者の氏

(運搬担当
運聡“郷
終了爺月:日‘
｡ ｡ ｡． D・由

運柵鵬擬

藍 穗棚鞠拾梨量｝
雫
》

j狸ゾ憩懲
（

■ P T

~
ｏ

ｒ

，

ｊ

、

い

。

？

■

①

芋

。

●

管

瀬

◆

■
。
■
●
Ｄ
、
■
ｑ
■

吾

処:1，:､分
終記年月日

最終処分

終了､年月日
p ▲

“嘔託

型あ年染殆之“隼余/0日P

複
製
を
禁
じ
ま
す

類
似
品
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

~ ~~

P

■
申
■
■

鐸
~
雲
~
〆
篭

己

再

。

■

』
６
口
■

く

■
。
密

。

‐

心

』

・

讓
溌
秘

霞
塊
~
熟
~

畷
掛
蝋

瀞
辮

郵
冨
鳥
５
．
息

繍
蝿甲

。

■
■
９
・線

呼
邸
６
８

瀞離職を
■で屯 一一

行句膳環所
【

I

蚕

(直行用）
発行元：公益社団法人全国産業資源循環連合会

’■
~~

~

年

。

照
谷
贈

認

年 月 日

年 月 日

年 月 日



(第九条、第二十条及び第二-'一七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

様式第一号（一）

令和6年5月7日
一 一一一一一一金沢市長 殿

壁沢市いなほ1丁目17番錨
歪｜
m

l－
－－

rヨ

ーーゼーp

戸『~、歳懸薫墓－

者
住
氏

出届

所
名
(法人に

ご減第

一受付
－

電話番号076-276-5863

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第1
の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1~ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

）

土肥研磨工業（株）

石川県金沢市いなほ1丁目17番地

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

~| 電話番号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 技術部部長 長尾康裕 076-276-5863

第2工場電気室（使用中）保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

保管の状況廃棄物の型式等 量
Ｉ

Ｉ

！

処分業者との

調整状況

濃度

区分

処分予定

年月
台数又は総重量
容器の数獣期

参考事項容器の棚い学分別・ I漏れ等の
性状；の有無混在の別iおそれ

廃棄物の種類

襄鬘:難調型式製造雄月赫記号等
番号
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(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量
【

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

廃棄物の種類番号 参考事項

襄篁 ：製造者名i 型式 ｜製造年月銅器
台数又は

容器の数

■
Ｂ
ｐ
Ｐ
０
■
■
８
９
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一

~
~
~
~
~

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
番号 廃棄物の種類 総重量

（1台当たり

重量x台数）

参考事項台数又は

容器の数

~
~
~
~
~

『
■
●
凸
印
卑
■
６
日
■
■

■
■
町
■
■
■
■
■
■
■
■

~
~
~
~
~

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 自ら処分した場合 処分を委託した場合量

濃度

区分台数又は|総重量
容器の数嚇期

参考事項番号 廃棄物の種類

襄薑製造者名1 型式 '製造年月蒜記鶚
ヨ I

処分拠分後の廃棄物の
年月日1種類及び処分先

処分委託処分受託者の
年月日 ； 名称

処分
年月日

０
凸
■
，
■
凸
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．
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●
守
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山
■

~
~
~
~
~



(第3面）

ポリ塩化ビフェニル使用製品について2

所在事業場の名称 土肥研磨工業（株）

所在事業場の所在地 石川県金沢市いなほ1丁目17番地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

技術部部長 長尾康裕 電話番号 076-276-5863

’所在の場所 事業場の所在地と同じ

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量
■

■
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Ｐ
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Ｐ

■

Ｂ

ｐ
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■

■

■
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Ｂ

■
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ユ

■

■
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▽
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ｒ

ｇ

Ｂ

ｅ

■

■

■

■

曲

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

量x台数）

製品の種類 参考事項番号 廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況

台数又は

個数

定格

容量
製造者名 型式 ：製造年月銭示記号等

調査の結果

濃度(8. 5nlg

/kg)

2026年12月床実施（調整中）150KVA 東芝 HCTR-S2 :1980 低濃度変圧器(ﾄﾗﾝｽ） l :560kg2－01
1

q

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
(1台当たり重

量X台数）

参考事項製品の種類 台数又は

容器の数

番号

襄鬘 製造譽名■ 型式 ;製造年月称記号等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~
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~
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~

~
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~

~

~
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(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了

年月日

所有終了

理由

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項番号 製品の種類 台数又は

容器の数

定格

容量

■

■

Ｂ

■

■

■

■

Ｉ

Ｐ

Ｂ

９

■

Ｕ

■

Ｂ

Ｂ

８

Ｂ

■

０

凸

■

■

■

■

■

■

旬

■

■

■

Ｉ

Ｂ

Ｂ

●

■

可

。

Ｂ

■

■

Ｊ

Ｂ

Ｐ

■

■

。

即

凸

ヰ

■

Ｂ

■

■

■

製造者名 型式製造年月蒙示記号等

１
５
０
◇
６
０
◆
６
０
ロ

ム

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はボリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5~ 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の棚には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の棚のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の柵には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高機度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17. 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ⅲg/kg」 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18. 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22~ 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。
24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28~都道府県知事が定める部数を提出すること。
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2051-2,Daitakubo,Minami-ku,Saitama-shi,
SAITAMA,336-0015JAPAN
Phone:+81-48-887-2590
FAX:+81-48-886-2817

富
TheKnights

(報告番号180514-01397-1)

試験検査結果書

報告先名

試料名

検査目的

採取場所

採取月日

収集区分

特記事項

土肥研磨工業株式会社様

絶縁油

PCB特別措置法

第2工場キューピクル内

平成30年5月20日

持込

試験検査結果

試料詳細 ﾎﾘ塩化ﾋﾌｴﾆﾙ｜ 単位 ’ 基準値

製造者

製造年

型 式

製造番号

定格容量

機器名称

油 量

封入方式

設置場所

総重量

判 定

東芝

1980年

HCTR-S2

80010195

150kVA

ﾄランス

1250

560kg

0.5以下で
あること

mg/kg8.5

～

上記試験結果は､PCB廃棄物の処理目標基準を上回り､PCB廃棄物に該当する。

試験検査方法：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版）

2.1.2加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム／

キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器(GC/ECD)法

検出下限値 : 0.10mg/kg

平成30年5月22日受付した試料の試験検査結果は､上記の通りであったことを報告します。

平成30年5月29日

計量証明事業所埼玉県知事登録(濃度)第506号

内藤環境管理株式会社
埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2〒396-0015

TELO48-887-25gO(代表)FAX.048-886-28i7 J
6 ウ ’ 0

環境計量士瀬田洋一郎~
｢再生紙を使用しています」



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係） ~ ~

（第1面） ~

ポリ塩化ビフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和‘年崇月／ロ金沢市長 殿

届出者 〒920-0211

~~ 住所 石川県金沢市湊1丁目67番地
東森木材株式会社

氏名代表取締役街道登
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-237-1213

ポリ塩化ピフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ピフェニル廃棄物について

’保管事業場の名称 東森木材株式会社

金沢市湊1丁目67番地保管事業場の所在地

’ |電話番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-237-1213

’保管の場所 敷地内/金沢市湊1丁目67番地

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

｜ 量 ｜ ’廃棄物の型式等 ’保管の状況
処分予
定

年月

台数又
は

容器の

数

濃度
区分

処理業者との
調整状況

番号 廃棄物の種類 分別・

混在の

別

漏れ等
の

おそれ

参考事項総重堂
（1台当たり

泣母×台敷）

定格
容量

表示記号
等

容器の

性状
等
無

い
有

囲
の

製造者名 型式 製造年月

|~ ~ ~ l l ~ ll l l
ー



乙

(日本工業規格~A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

番号 廃棄物の種類 参考事項総重量
（1台当たり
亟量×台数）

定格
容量

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名’ 型式 製造年月
~~

変圧器（トラン
ス）

PCB濃度
14mg/k9

20 KVAI 東芝 I SH-20 1 1987年 I MD-3815423－001 分析結果より判明低濃度
今
ロ 156 k9 R5.8.291

E Ⅱ 1 1 。

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く~。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
重肚×台数）

参考事項
蕊|製遣着名 製造年

月

表示記号
等

台数又は
容器の数

型式

ロ 、

1 1 1 1

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度
区分

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
重趾×台数）

参考事項

蕊|製遣著名|型式|製菩隼|表誓号 処分
~ ~年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

台数又は
容器の数

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

変圧器（トラ
ンス） ．

“
度

PCB濃度
14mg/k9

20 KVA| 東芝 I SH-2023-001 1987年 R6.3.11群桐エコロ(株） R6．3．20MD－38154 1
《
ロ 156 k9



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

唾

●

1

1 |電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

製品の種類番号 総重量
（1台当たり
耐最×台数）

参考事項定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況製造年月 |表零号

台数又は
容器の数

製造者名 型式

■ ﾛ ､

■ I O l I l ロ

１１１１

0 1口

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ堀ヒピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

I ロ ﾛ

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

番号 製品の種類 総重量
（1台当たり
亜赴×台数）

参考事項定格
容量 製蹄亀| 製式 |製遣隼月 |表零号

台数又は
容器の数

Ⅱ 、

■ ﾛ

1 1



(第4面）

③前年度中に他の事業場文は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号 製品の種類 総重量
（1台当たり
亜丑×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号
等

型式 製造年月製造者名

■
ロ ロ

■

■ ﾛ ﾛ

I ロ ﾛ
■ ■

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の柵には､.ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例28-001)を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類］の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。 、

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月Jの柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の棚のうち、 「台数又は容器の数」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であってzも、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフエニル廃棄物又は高濃

度ボリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品以外
のポリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届げ出る場合や、既に届け出たポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。
12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例； 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

’5． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例； 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には､ 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること｡~
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月.日」の柵には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。 ~
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先｣.の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22~ 「①前年度の3月31日に使用していたボリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ﾋﾌｴﾆﾙ使用製品については､ポリ塩化ﾋﾌｴﾆﾙ廃棄物の保管事業者が､本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ピフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ピフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ピフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26~ この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は､当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年 （ 月 13日
金沢市長 殿

届出者
住所金沢市大野町4丁目ソ3番地

東西オイルターミナル株式会社
氏名余沢油槽所所長 村上泰央

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-238-1101

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条k

の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1 ．ポリ塩化ピフェニル廃棄物について

’’
１

Ｊ

１

１

保管事業場の名称 東西オイルターミナル株式会社金沢油槽所

保管事業場の所在地 金沢市大野町4丁目ソ3番地

|電話番号’電話番号’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 石浦章浩 076-238-llOl

’’ 保管の場所 電気室内

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

盈 一’ 保管の状況廃棄物の型式等

処分予
定

年月

台数又
は

容器の

数

濃度
区分

処理業者との

調整状況
漏れ等
の

おそれ

分別・

混在の

別

参考事項総箪蛍
（ 1台1%たり

『nht×台数）

番号 廃棄物の種類 容器の

性状

等
無

い
有

囲
の

定格

容量

表示記号

等
製造者名 型式 製造年月

■
■~

低濃度

■
■

低濃度

囲い

有、掲

示有

変圧器（トラ

ンス）

不燃(性）

油
なし 分別 なし検討中三菱電機 1970年

《
口600 KvA RAT 30500 kg26-001 1

｜
｜ ’

１
１ ’’
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（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 品

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

参考事項廃棄物の種類番号 総重量
（1台､01たり
砿1,t×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月

｜ l l l l l
③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 昂

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

参考事項番号 総重量
（ 1台､$たり
imlOt×台数）

廃棄物の種類 定格

容量
製造年
月

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

処分を委託した場合自ら処分した場合廃棄物の型式等 量

濃度
区分

参考事項総重量
（1台''iたり
'RI,t×台数）

番号 廃棄物の種類 処分
年月日

処分受託者の
名称蕊|製造着名型式|製脊年|表零号

処分

年月日
処分委託
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

台数又は
容器の数

■■



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

量廃棄の見込み製品の型式等
濃度
区分’

参考事項総重量
（ 1台､'iたり
砿1,t×台数）

製品の種類番号 処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

廃棄予定
年月

定格
容量

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

量製品の型式等
所有開始
理由

所有開始
年月日

所有開始
場所

参考事項総重量
( I台､%たり
jmIt×台数）

製品の種類番号 台数又は
容器の数

定格
容量

表示記号
等

製造者名｜ 型式 ｜製造年月

l l l



）

（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 愚

所有終了
理由

所有終了
年月日

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項製品の種類 総重量
（1台､‘iたり
耐0t×台数）

番号

鑿｜製造者名｜ 型式製造年月|表零号
台数又は
容器の数

1 ~ この届出書は、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2~届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ピフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフエニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ピフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度j又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ボリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

1 1． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の棚のうち、 「囲い等の有無」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考
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16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記赦しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定j ) 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21 ． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22~ 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27~その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28~都道府県知事が定める部数を提出すること。


